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令和３年１月１３日判決言渡  

令和元年（行ウ）第５３８号 損害賠償請求事件（政務調査費不正支出） 

主       文 

１ 本件訴えのうち，被告が自由民主党Ａ区議会議員団に対しＡ区職員４２名に

損害賠償金を支払うよう請求することを求める部分を却下する。 5 

２ 被告は，自由民主党Ａ区議会議員団に対し，３２万４２９８円を支払うよ

う請求せよ。 

３ 原告のその余の請求を棄却する。 

４ 訴訟費用は，これを５分し，その４を原告の負担とし，その余を被告の負担

とする。 10 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は，自由民主党Ａ区議会議員団（以下「本件議員団」という。）に対

し，３８万３１９０円及びこれに対する平成３０年４月９日から支払済みま

で年１４．６％（ただし，最初の１か月を経過する日までは年７．３％）の割15 

合による金員を支払うよう請求せよ。 

２ 被告は，本件議員団に対し，１３万４１１６円を支払うよう請求せよ。 

３ 被告は，本件議員団に対し，１２３万７９９２円及びこれに対する平成３

０年４月９日から支払済みまで年５％の割合による金員をＡ区職員４２名に

支払うよう請求せよ。 20 

第２ 事案の概要 

   本件は，東京都Ａ区（以下「Ａ区」という。）の住民である原告が，平成３

０年度に，Ａ区が同区議会の会派の一つである本件議員団に交付した政務活

動費について，本件議員団が新潟県Ｂ町において行った研修会に要した費用

（交通費，会場費及び宿泊費。以下「本件費用」という。）３８万３１９０円25 

（原告の請求額）は，Ａ区議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年Ａ
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区条例第１号。以下「本件条例」という。）等で定められた政務活動費を充て

ることができる政務活動に要する経費に該当せず，本件議員団が本件費用を政

務活動費から支出したことは違法であり，本件議員団は，その全額を不当利得

としてＡ区に返還するとともに，地方税法の規定により，本件費用の額に対す

る平成３０年４月９日（政務活動費の交付を受けた日）から支払済みまで年１5 

４．６％（ただし，最初の１か月を経過する日までは年７．３％。以下本段落

において同じ。）の割合による延滞金及び本件費用の額に３５％の割合を乗じ

て得た金額の重加算金にそれぞれ相当する額の金員をＡ区に支払うべきであり，

併せて，上記研修会に私費で参加したＡ区の幹部職員４２名（以下「本件職員

ら」という。）に，不法行為に基づく損害賠償としてその旅費相当額を賠償す10 

べきであるとして，被告に対し，地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき，

①被告が，本件議員団に対し，３８万３１９０円並びにこれに対する同日から

支払済みまで年１４．６％の割合による延滞金及びこれに３５％の割合を乗じ

て得た金額の重加算金１３万４１１６円（１円未満切捨て）にそれぞれ相当

する額の金員を支払うよう請求すること，②被告が，本件議員団に対し，１15 

２３万７９９２円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年５％

の割合による遅延損害金を本件職員らに支払うよう請求することを求める事

案である。 

 １ 関係法令等の定め 

  (1) 地方自治法の定め 20 

 ア 地方自治法１００条１４項は，普通地方公共団体は，条例の定めるとこ

ろにより，その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経

費の一部として，その議会における会派又は議員に対し，政務活動費を交

付することができることとし，この場合において，当該政務活動費の交付

の対象，額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経25 

費の範囲は，条例で定めなければならない旨を定めている。 
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 イ 地方自治法１００条１５項は，同条１４項の政務活動費の交付を受けた

会派又は議員は，条例の定めるところにより，当該政務活動費に係る収入

及び支出の報告書を議長に提出するものとする旨を定めている。 

(2) 本件条例（甲６の１～４）の定め 

   ア 本件条例１条は，本件条例は，地方自治法１００条１４項等の規定に基5 

づき，Ａ区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の

一部として，区議会における会派に対し，政務活動費を交付することに

関し必要な事項を定めるものとする旨を定めている。 

イ 本件条例２条は，政務活動費は，区議会の会派（以下「会派」とい

う。）に対して交付する旨を定めている。 10 

ウ 本件条例３条は，政務活動費は，各月１日における会派の所属議員数に

月額８万円を乗じて得た額を半期ごとに交付することとし（１項），各半

期の最初の月に，当該半期に属する月数分を交付する旨を定める（２項本

文）。 

エ 本件条例９条は，政務活動費は，会派又は会派に所属する議員が行う調15 

査研究，情報収集，研修，広報，広聴，住民相談，各種会議への参加等区

政の課題及び区民の意思を把握し，区政に反映させる活動その他区民福祉

の向上を図るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する経

費に対して交付するものとし（１項），別表で定める政務活動に要する経

費に充てることができるものとする旨を定める（２項）。 20 

本件条例の別表（第９条関係）は，「研究研修費」の項目について，そ

の内容を「会派が研究会，研修会を開催するために必要な経費又は会派

に所属する議員が他の団体の開催する研究会，研修会等に参加するため

に要する経費（会場費，講師謝礼金，出席者負担金，会費，交通費，旅

費，宿泊費等をいう。）」と，「調査旅費」の項目について，その内容25 

を「会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な調査又は現地調査
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に要する経費（交通費，経費，宿泊費等をいう。）」とそれぞれ定めて

いる。さらに，同表は，「備考」として，「専ら飲食に要する経費につ

いては，政務活動費を充てることができる経費から除外する」と定めて

いる（以下，本件条例９条及び別表により定められた政務活動費の使途

基準を「本件使途基準」という。）。 5 

オ 本件条例１０条は，政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は，政

務活動費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を

作成し，政務活動費により行った活動内容を記載した報告書及び領収書そ

の他の証拠書類の原本（以下，収支報告書と併せて「収支報告書等」とい

う。）を添付して，議長に提出しなければならない旨を定め（１項），収10 

支報告書等は，前年度の交付に係る政務活動費について，毎年４月３０日

までに提出しなければならない旨を定める（２項）。 

カ 本件条例１１条は，政務活動費の交付を受けた会派がその年度において

交付を受けた政務活動費の総額から，当該会派がその年度において本件条

例９条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある15 

場合においては，当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還するもの

とする旨を定める（以下「本件返還規定」という。）。 

(3) 政務活動費運用の手引（乙３。以下「本件手引」という。）の定め 

  Ａ区議会は，平成２５年５月，政務活動費の運用について，本件手引を定

めているところ，「研究研修費」の項目に係る留意事項として，首都圏近郊20 

で開催されるもののほか，地方都市で行う研究会・研修会・講習会・セミナ

ー等（以下「研究会等」という。）に参加するための経費についても，「交

通費」，「旅費」を含めて「研究研修費」で計上すること，研究会等を開催

した場合には，研究会等の概要がわかるパンフレットや案内等の写しを添付

すること，パンフレットや案内等がない場合には，領収書添付用紙上に研究25 

会等のテーマ等内容を補記すること，「研究研修費」に関して，専ら飲食に
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要する経費については計上することができないことなどを定めている。 

２ 前提事実（当事者間に争いがないか，掲記の各証拠等により認めることがで

きる事実） 

(1) 当事者等 

  ア 原告は，Ａ区の住民である。 5 

  イ 被告は，Ａ区の執行機関（区長）である。 

  ウ 本件議員団は，平成３０年度において，当時のＡ区議会議員１３名によ

り構成されたＡ区議会の会派である。（甲３，弁論の全趣旨） 

 (2) 本件議員団による本件費用の支出等 

  ア 本件議員団は，平成３０年４月９日，Ａ区長から平成３０年度上半期分10 

の政務活動費６２４万円の交付を受けた。（甲１５の８） 

イ 本件議員団は，平成３０年７月２１日（土曜日）から同月２２日（日曜

日）にかけて，新潟県Ｂ町（以下「Ｃ」という。）に所在するホテルＤに

おいて宿泊を伴う研修（以下「本件研修」という。）を開催し，本件議員

団所属の議員１３名，Ａ区の幹部職員４２名（本件職員ら）が参加した。15 

本件研修においては，同月２１日午前１０時から午後４時まで研修会を行

う予定とされており，同月２２日には研修会等は予定されていなかった。

（甲４，１８，弁論の全趣旨） 

  ウ 本件議員団は，本件研修に関し，政務活動費から，交通費として１５万

９７２０円，宿泊費及び会場費として２２万８７５０円の合計３８万８４20 

７０円（本件費用）を支出した。なお，本件職員らが本件研修に参加する

ための旅費（交通費及び宿泊費等）は，本件職員らが私費で負担した。

（甲９，１６の２，１７の１，１８，乙１，２，弁論の全趣旨） 

エ 本件議員団は，Ａ区議会議長に対し，平成３１年４月２６日，平成３０

年度分の政務活動費について，上記ウの本件費用及びその他の費目も含め25 

た合計の支出額が１２６９万０２２１円であり，本件議員団が交付を受け
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た１２４８万円から当該合計の支出額を控除した残額は「－２１万０２２

１円」である旨を記載した収支報告書等を提出した。（甲１５の８，乙９，

弁論の全趣旨） 

オ 本件議員団は，令和元年８月３０日，本件費用の一部を「調査旅費」と

して報告していたものについて，「研究研修費」に補正した。（甲１６の5 

１，２，弁論の全趣旨） 

カ 本件議員団は，前記エの収支報告書等の記載内容に一部誤りがあったと

して，３度にわたり，当該部分を訂正した収支報告書等をＡ区議会議長に

各提出し，これらの訂正により，本件議員団が政務活動費から支出した合

計額は１２５４万４１７２円となり，本件議員団が交付を受けた１２４８10 

万円から当該合計の支出額を控除した残額は「－６万４１７２円」となっ

た。（乙６～９，弁論の全趣旨） 

 (3) 住民監査請求等 

  ア 原告は，Ａ区監査委員に対し，令和元年７月１６日，地方自治法２４

２条１項に基づき，住民監査請求（以下「本件監査請求」という。）を15 

した。 

本件監査請求は，本件研修をＣで行う必然性はなく，本件費用は政務

活動費を充てることができる経費には該当しない旨を主張して，Ａ区監

査委員に対し，本件議員団において，本件費用に相当する金員をＡ区に，

本件職員らが要した費用相当額を本件職員らにそれぞれ返還することを20 

求めるなどの必要な措置を執ることを勧告するよう求めるものであった。

（甲１０の１，２） 

  イ Ａ区監査委員は，令和元年９月１７日付けで，本件監査請求のうち，

本件職員らが要した費用相当額を返還することを求める部分については，

住民監査請求の対象外であるとして監査の対象から除外した上で，本件25 

監査請求を棄却した。（甲１５の１～１０，弁論の全趣旨） 
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  (4) 訴えの提起 

    原告は，令和元年１０月１５日，本件訴えを提起した。（顕著な事実） 

３ 争点及び当事者の主張の要旨 

(1) 本件議員団が本件職員らに損害賠償金を支払うよう請求することを求め

る訴えの適法性及びその当否（争点(1)） 5 

   （被告の主張） 

    地方自治法２４２条の２第１項４号は，「当該職員」等に対し，地方公共

団体に損害を賠償するように請求する訴訟形態を認めたものであり，それ以

外の者に対する損害賠償金の支払請求を認めたものではないから，本件議員

団が本件職員らに損害賠償金を支払うよう請求することを求める部分は，同10 

号の請求には該当せず，その他，同項各号のいずれにも該当しないものであ

り，不適法である。また，当該請求部分は，本件監査請求において，住民監

査請求の対象外であるとしてその監査から除外されているから，適法な監査

請求を欠く，不適法な訴えである。 

   （原告の主張） 15 

    後記のとおり，本件議員団が行った本件研修に政務活動費を充てることは

違法であるところ，本件議員団は，本件研修に本件職員らを参加させたこと

により，本件職員らに交通費及び宿泊費等の損害を与えたのであるから，本

件議員団は，本件職員らに旅費相当額１２３万７９９２円を賠償すべきであ

る。 20 

  (2) 本件費用の支出の適法性（争点(2)） 

   （原告の主張） 

   ア 本件研修は，本件議員団所属の議員らが本件職員らから説明を受け，質

疑応答を行う形式で実施されており，その内容からしてもＡ区内でも行う

ことができるものであって，本件職員らを私費で参加させてまで，Ｃで実25 

施する必要性，相当性はない。本件議員団が提出した研修会報告書におい
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ても，Ｃで研修を行ったことを正当化できる活動報告は記載されておらず，

本件議員団の説明によっても，Ｃで研修を行う必要性は認められない。ま

た，本件研修は，平成３０年７月２１日午前１０時から午後４時までとさ

れていたから，本件研修後，本件職員らと本件議員団所属の議員らが飲食

を伴いながら話合いをしたとしても，宿泊の必要性が認められるものでは5 

ない。本件議員団所属の議員らは，Ｃまで足を運んで，温泉につかりなが

ら，夕方飲食を伴って，本件職員らから接待を受けた上，本件職員らに高

額の旅費相当額を支出させただけである。  

   イ 本件議員団は，当初,本件費用を収支報告書に調査旅費と記載していた

のに，原告に連絡することなく，研究研修費に変更しているが，本件では，10 

「研究研修費」の科目のうち，「講師謝礼金」，「出席者負担金」及び「会

費」が発生しておらず，「研究研修費」には当てはまるものではない。 

   ウ このように，Ｃで宿泊を伴う研修を行う必要性，相当性はなく，また，

本件職員らを参加させることによって本件費用の支出を正当化できるもの

ではないから，本件議員団が本件費用に政務活動費を充てたことは違法で15 

あり，本件費用の全額をＡ区に返還すべきである。    

   （被告の主張） 

   ア 本件費用３８万８４７０円のうち，１５万９７２０円は本件議員団所属

の議員らが研修会場に赴くための往復の「交通費」であり，残る２２万８

７５０円が研修会場に滞在するための「宿泊費」及び「研修会場費」であ20 

るから，本件条例９条及び別表の「研究研修費」に該当する。 

   イ 本件研修の趣旨，目的は，本件議員団所属の議員らにおいて，区政の重

要課題に関する認識を深めることにあり，研修の内容として，各種団体か

らのヒアリング結果を参考に全庁横断的にテーマを設定し，本件職員らか

ら説明を受け，質疑応答を行うという形式をとっており，本件研修で得ら25 

れた内容が来年度予算に少なからず反映されている。 
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     以上によれば，本件研修は，本件条例９条１項の政務活動に該当する。 

   ウ 原告は，研修を行う場所がＣでなければならない理由が存在しない旨主

張しているが，調査とは異なり，研修についてはその地でなければならな

いといった積極的な理由が要求されるものではない。 

そして，区議会議員は，区民や支持者からの連絡，相談事，呼出しに対5 

して丁寧に対応することが求められるが，他方で，区政の重要課題を取り

上げる本件研修を行うに当たっては，議員が集中して研修に参加できる環

境を整える必要があった。そこで，区民や支持者からの連絡等のうち，緊

急を要しないものについてはすぐに戻ることができないために後日対応す

ることで理解が得られる場所で，かつ，急を要するものについては，交通10 

の便が良く，おおむね２時間以内でＡ区内に戻って対応することができる

場所で，過大な交通費の負担を要しないといった条件を考慮し，本件研修

を行うこととした。また，研修場所の選定に当たって，東京都内又はＡ区

内で５０名以上を収容できる会議室を確保しようとすると，高額になって

しまい，特に区内施設については，区民優先で利用してもらうため，議員15 

の研修のためには利用しにくいという実情もあった。以上を踏まえ，交通

の便が良く，おおむね２時間もかからずにＡ区内に戻ることができる場所

として，Ｃにあるホテルの会議室を利用して本件研修が行われたものであ

り，研修場所を選定した理由は合理性を有する。 

   エ また，原告は，本件研修の終了時刻が平成３０年７月２１日の午後４時20 

と定められていることから，宿泊の必要性はなかった旨主張する。しか

し，本件研修は，同日午後４時の全体会終了後も個別の議論や意見交換が

午後５時頃まで続き，その後も，飲食を伴いながら，午後９時頃まで，本

件議員団所属の議員と本件職員らが個別に議論をしたり，意見交換，情報

交換を行ったりしたものであり，これらは本件議員団において本件研修を25 

一層効果的なものにしているものと認識されているから，当該時間帯にお
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いて行われた活動が政務活動に当たることについて，疑義を差し挟む余地

はない。 

     また，２日目についても，研修プログラムはないものの，各議員間，あ

るいは本件職員らとの間で，個別のやり取りや情報交換，議論が交わされ

ていることからすれば，宿泊を伴うことは相当であり，その必要性は十分5 

認められる。 

   オ 以上のとおり，本件費用は，本件条例別表の「研究研修費」に該当し，

適法な支出である。 

  (3) 本件議員団がＡ区に返還すべき不当利得の有無及びその額（争点(3)） 

   （被告の主張） 10 

    本件条例は，具体的な使途を個別に特定した上で政務活動費を交付すべき

ものとは定めておらず，区長が半期ごとに一定額を交付した上で，事後にそ

の年度において本件条例９条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を

控除して残余がある場合に，その額に相当する額の政務活動費を返還するも

のとされているから，仮に政務活動費の収支報告書に，本件使途基準に適合15 

しない支出が計上されていたとしても，当該年度において，本件使途基準に

適合する収支報告書上の支出の総額が交付額を下回ることとならない限り，

政務活動費の交付を受けた会派又は議員が，政務活動費を法律上の原因なく

利得したということはできない。 

    本件では，本件議員団の支出額（１２５４万４１７２円）は，平成３０年20 

度の政務活動費の交付額（１２４８万円）を６万４１７２円上回っているか

ら，仮に本件使途基準に適合しない支出の計上が認められたとしても，その

部分については本件議員団が法律上の原因なく利得したということはできな

い。 

    また，原告が求める本件費用の額に３５％の割合を乗じて得た金額の重加25 

算金相当額の金員の請求については，法的根拠がない。    
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   （原告の主張） 

 本件議員団の支出額が政務活動費の交付額を上回るとしても，本件議員団

は本件使途基準に適合しない３８万８４７０円から６万４１７２円を控除し

た，３２万４２１８円を法律上の原因なく利得しており，これをＡ区に返還

すべきである。 5 

また，政務活動費を不正請求した本件議員団は，地方税法の法人事業税に

関する規定（７２条の４５第１項）により，延滞金相当額として，本件費用

に係る政務活動費をあらかじめ受領した日（平成３０年４月９日）から支払

済みまで年１４．６％（ただし，最初の１か月間を経過するまでは年７．３

％）の割合による金員を支払うべきである。さらに，本件議員団の行為は，10 

事実の隠ぺいないし仮装に当たるから，本件費用の額に３５％の割合を乗じ

て得た金額の重加算金（７２条の４７第１項）に相当する金員を支払うべき

である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（本件議員団が本件職員らに損害賠償金を支払うよう請求すること15 

を求める訴えの適法性及び当否）について 

   地方自治法２４２条の２第１項各号所定の住民訴訟は，同法２４２条１項所

定の違法な公金の支出等の財務会計上の行為又は違法に公金等の財産の管理を

怠る事実を対象とするものでなければならないところ，本件職員らが本件研修

に参加するための旅費の支払は，本件職員らの私費によるものであるから，上20 

記の財務会計上の行為又は怠る事実に該当しないものであることは明らかであ

る。 

  したがって，本件訴えのうち，本件議員団が本件職員らに損害賠償金を支払

うよう請求することを求める訴えは，訴訟の対象とすることができない事項を

対象とした住民訴訟として，不適法である。 25 

２ 争点(2)（本件費用の支出の適法性）について 



12 

(1)ア 地方自治法１００条１４項は，政務活動費の交付につき，普通地方公

共団体は，条例の定めるところにより，その議会の議員の調査研究その他

の活動に資するため必要な経費の一部として，その議会における会派又は

議員に対し，政務活動費を交付することができ，この場合において，当該

政務活動費の交付の対象，額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充て5 

ることができる経費の範囲は，条例で定めなければならない旨規定してい

るところ，その趣旨は，議会の審議能力を強化し，議員の調査研究その他

の活動の基盤の充実を図るため，議会における会派又は議員に対する調査

研究その他の活動の費用等の助成を制度化したものであると解される。そ

うすると，政務活動費を充てることが許される会派又は議員の調査研究そ10 

の他の活動に係る経費に該当するためには，当該行為ないし活動が，その

客観的な目的や性質に照らし，議員としての活動との間に合理的関連性を

有することを要するものと解される（最高裁平成２２年（行ヒ）第４２号

同２５年１月２５日第二小法廷判決・裁判集民事２４３号１１頁参照）。 

イ 本件条例は，地方自治法１００条１４項等の規定を受けて，Ａ区議会議15 

員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として，区議会

における会派に対し，政務活動費を交付することに関し必要な事項を定め

るものである（１条）。そして，本件条例９条及び別表により定められた

本件使途基準は，政務活動費の交付の対象について，「会派又は会派に所

属する議員が行う調査研究，情報収集，研修，広報，広聴，住民相談，各20 

種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し，区政に反映させる

活動その他区民福祉の向上を図るために必要な活動（政務活動）に要する

経費」である旨を定め，政務活動費を充てることができる経費である「研

究研修費」の内容について，「会派が研究会，研修会を開催するために必

要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会，研修会等25 

に参加するために要する経費（会場費，講師謝礼金，出席者負担金，会費，
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交通費，旅費，宿泊費等をいう。）」である旨を定めている。このように，

地方自治法及び本件条例は，政務活動費の使途を限定しているから，当該

年度において交付を受けた政務活動費のうち，本件使途基準に適合した支

出に充てなかった残余がある場合には，当該残額はこれを保持する法律上

の原因を欠くものとして，不当利得として返還されるべきこととなる。本5 

件返還規定は，このような場合に不当利得返還義務が発生することを明確

にしたものであると解される。また，Ａ区議会は，本件使途基準への該当

性の判断を含む，政務活動費の運用に関する判断についての考え方を示し

た本件手引を作成しているところ，これは本件条例における解釈の指針を

示すものとして参考となるものである。 10 

ウ もっとも，支出の費目の上では政務活動費に充てることができる経費に

該当する場合であっても，当該活動の内容やその客観的な目的，性質に照

らし，議員としての活動との間の関連性が乏しい活動に伴う経費や，社会

通念に照らして，調査研究その他の活動のための必要性，相当性に欠ける

ものであるときは，議員の調査研究その他の活動は多岐にわたり，個々の15 

経費の支出がこれに必要か否かについては議員の合理的判断に委ねられる

部分があることを考慮しても，特段の事情のない限り，当該支出は本件使

途基準に適合しない違法なものと認めるのが相当である（最高裁平成２１

年（行ヒ）第２１４号同２２年３月２３日第三小法廷判決・裁判集民事２

３３号２７９頁参照）。 20 

(2)ア 前記前提事実及び証拠（乙４）によれば，本件研修は本件議員団が主

催したものであり，その参加予定者も本件議員団所属の議員１３名及び本

件職員らとされ，Ｃ周辺に居住する講師や他の団体が参加することが予定

されていたものではなく，その研修の内容も本件議員団所属の議員らが本

件職員らからＡ区の施策の取組状況について説明を受け，質疑応答や意見25 

交換等を行うというものであったから，Ａ区内ないしその周辺の会議室等



14 

で行うことができる性質のものであったといえる。また，本件研修は平成

３０年７月２１日の午前１０時から午後４時にかけて行うことが予定さ

れ，同月２２日には研修会等が予定されていなかったのであるから，Ａ区

とＣ間の距離やこの間の移動に要する時間（Ｅ駅とＣ駅間の新幹線による

所要時間は約７０分である（公知の事実）。）を考慮しても，宿泊するこ5 

となく行うことが十分に可能であったということができる。 

これらの事情によれば，本件研修は，議員の調査研究その他の活動には

該当するものの，Ｃで，しかも宿泊を伴って行う必要性，相当性に欠ける

ものであり，本件費用の支出は，社会通念に照らして，調査研究その他の

活動のための必要性，相当性に欠けるものであったというべきである。 10 

イ 被告は，区議会議員においては，区民や支持者からの連絡，相談事，呼

出しに対して丁寧に対応することが求められるが，他方で，区政の重要課

題を取り上げる本件研修を行うに当たっては，議員が集中して研修に参加

できる環境を整える必要があるため，区民や支持者からの連絡等のうち，

緊急を要しないものについてはすぐに戻ることができないために後日対応15 

することで理解が得られる場所で，かつ，急を要するものについては，交

通の便が良く，おおむね２時間以内でＡ区内に戻って対応することができ

る場所で，過大な交通費の負担を要しないといった条件を考慮し，本件研

修を行うこととした旨主張する。 

しかしながら，本件研修は平成３０年７月２１日午後４時までとされて20 

いたのであるから，Ａ区内又はその周辺地域で研修を実施していれば，区

民や支持者からの緊急を要しない連絡等に対しても，研修の終了後その日

のうちに対応することが可能であり，急を要するものについては即座に対

応が可能であるといえるし，区民や支持者からの連絡等に対応せずに集中

して研修に参加できる環境を整えるため，本件職員らに私費で参加させて25 

までＣにおいて研修を行い，その研修に係る議員らの交通費，宿泊費その
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他の費用に政務活動費を充てることは，その財源を区民の経済的負担に依

拠していることも併せ考慮すると，社会通念に照らし，必要性，相当性に

欠けるものといわざるを得ず，区民の理解を得られる範囲内のものである

とも認められない。 

 また，被告は，研修場所の選定に当たって，東京都内又はＡ区内で５０5 

名以上を収容できる会議室を確保しようとすると，高額になってしまい，

特にＡ区内の施設については，区民優先で利用してもらうため，議員の研

修のためには利用しにくいという実情もあった旨主張するが，東京都内又

はＡ区内の会議室の確保に要する費用が本件研修で要した費用よりも高額

であることを示す証拠は何ら提出されていないし，区内施設について区民10 

優先で利用してもらうため，Ｃにおいて研修を行い，その研修に係る費用

に政務活動費を充てることは，上記と同様，社会通念に照らし，必要性，

相当性に欠けるものといわざるを得ず，区民の理解を得られる範囲内のも

のであるとも認められないから，被告の主張を採用することはできない。 

   ウ 被告は，平成３０年７月２１日の午後４時以降も議員と本件職員らとの15 

間で個別の議論や意見交換，情報交換が午後５時頃まで続いたこと，その

後も，飲食を伴いながら，午後９時頃まで，議員と本件職員らが個別に議

論をしたり，意見交換，情報交換を行ったりしたものであり，これらは本

件議員団において本件研修を一層効果的なものにしているものと認識され

ているから，当該時間帯において行われた活動が政務活動に当たることに20 

ついて，疑義を差し挟む余地はないこと，２日目についても，各議員間，

あるいは本件職員らとの間で，個別のやり取りや情報交換，議論が交わさ

れていることからすれば，宿泊を伴うことは相当であり，その必要性は十

分認められる旨主張する。 

しかしながら，議員が他の議員や本件職員らとの間で個別の議論や意見25 

交換，情報交換を行い，これらが本件研修を一層効果的なものにしている
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ものと本件議員団において認識されていたとしても，同日午後４時以降，

研修会は行われていないのであって，本件費用のうちの宿泊費は，結局の

ところ，議員らが本件職員らとの宿泊を伴う懇親会を行うための宿泊費で

あるというほかなく（なお，Ｃ駅を午後９時過ぎに出発する新幹線の列車

に乗車すれば，Ｅ駅には午後１１時頃までに到着する（公知の事5 

実）。），本件使途基準が定める「研究研修費」に当たらないというべき

である。 

エ 以上によれば，本件費用の支出は，社会通念に照らして，調査研究その

他の活動のための必要性，相当性に欠けるものであり，これを本件使途基

準に適合するものと認めるに足りる特段の事情があるとは認められないか10 

ら，本件費用の支出は本件使途基準に適合しない違法なものと認めるのが

相当である。 

３ 争点(3)（本件議員団がＡ区に返還すべき不当利得の有無及びその額）につ

いて 

 (1) 上記２のとおり，本件議員団が政務活動費を充てることができる経費と15 

して平成３０年度の収支報告書等に計上した経費のうち，本件費用（３８万

８７４０円）については，本件使途基準に適合しないものと認められる。 

(2) ところで，本件条例は，具体的な使途を個別に特定した上で政務活動費

を交付すべきものとは定めておらず，議長が半期ごとに交付の決定を行い，

当該決定に基づいて半期ごとに一定額を交付した上で，事後に収支報告書等20 

を提出させて使途を明らかにさせ，本件使途基準に適合した支出に充てなか

った残額がある場合にはこれを返還させることにより，交付した政務活動費

が本件使途基準に適合した支出に充てられることを確保しようとするものと

いえる。さらに，本件条例は，収支報告書上の支出の総額が当該年度の交付

額を上回ることを禁ずるものとは解されず，その支出の総額が交付額を上回25 

る場合に，収支報告書上，支出の総額のうちどの部分について政務活動費を
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充てるのかを明らかにすることを求めているものとも解されない。こうした

本件条例の定めの下では，議員等が政務活動費を充てることができるものと

して収支報告書に計上した経費に，本件使途基準に適合しないと認められる

ものが含まれる場合であっても，当該年度において，本件使途基準に適合す

る収支報告書上の支出の総額が交付額を下回ることとならない限り，政務活5 

動費の交付を受けた会派又は議員が，政務活動費を法律上の原因なく利得し

たということはできない。したがって，本件条例に基づいて交付された政務

活動費について，その収支報告書上の支出の一部が本件使途基準に適合しな

いものであっても，当該年度において，収支報告書上の支出の総額から本件

使途基準に適合しないものの額を控除した額が政務活動費の交付額を下回る10 

こととならない場合には，当該政務活動費の交付を受けた本件議員団は，Ａ

区に対する不当利得返還義務を負わないものと解するのが相当である（最高

裁平成２９年（行ヒ）第４０４号同３０年１１月１６日第二小法廷判決・民

集７２巻６号９９３頁参照）。 

   本件議員団の平成３０年度の政務活動費の収支報告書によれば，本件議員15 

団の支出額は１２５４万４１７２円であり，政務活動費の交付額（１２４８

万円）を６万４１７２円上回っていることから，当該部分については，本件

議員団はＡ区に対する不当利得返還義務を負わないことになる。 

   したがって，本件議員団は，Ａ区に対し，３８万８４７０円から６万４１

７２円を控除した３２万４２９８円について，不当利得返還義務を負う。   20 

(3)ア 原告は，本件議員団に対し，本件費用に係る政務活動費をあらかじめ

受領した日（平成３０年４月９日）からの延滞金相当額を支払うよう求め

ているところ，これは，本件議員団所属の各議員が民法７０４条の「悪意

の受益者」に該当する旨を主張して，同条所定の利息の支払を求めるもの

と解される。しかしながら，同条の「悪意の受益者」とは，法律上の原因25 

のないことを知りながら利得したものをいい，本件における政務活動費か
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らの各支出についていえば，本件使途基準に適合しない支出であることを

知っていることをいうものと解すべきところ，本件使途基準に適合してい

るか否かは，法的評価に関わる問題であるから，当該支出が本件使途基準

に適合しないことが明らかな場合でない限り，本件使途基準に適合しない

ことについて悪意であると認めることはできないというべきである。 5 

    これを本件についてみると，前記２で本件使途基準に適合しない違法な

支出であると認められた支出は，それ自体，本件使途基準に適合しないこ

とが明らかであるとまではいえないから，本件議員団所属の各議員におい

て，本件費用の支出につき悪意であったと認めることはできない。 

  イ また，仮に，原告の請求を遅延損害金の支払を求める趣旨と解したとし10 

ても，本件議員団が負う政務活動費に係る不当利得返還義務は期限の定め

のない債務であり，履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うこととな

るが（民法４１２条３項），返還請求権者であるＡ区が，本件議員団に対

し，具体的な履行の請求をした事実は認められず，被告が本訴でした本件

議員団に対する訴訟告知をもって履行の請求があったとみることも困難で15 

ある。 

したがって，原告の延滞金に係る請求は理由がない。 

ウ なお，原告は，被告が本件議員団に対し，本件費用の額に３５％の割合

を乗じて得た金額の重加算金に相当する額の金員を支払うよう請求するこ

とを求めているものの，政務活動費を返還する場合において，その返還額20 

に重加算金相当額を加算すべきことを定めた法令等は存在しないから，原

告の主張は失当である。 

第４ 結論 

以上によれば，本件訴えのうち，被告に対し，本件議員団に対して本件職員

らに損害賠償金を支払うよう請求することを求める部分は不適法であるから却25 

下し，その余の部分に係る原告の請求は，被告に対し，本件議員団に対して３
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２万４２９８円を支払うよう請求することを求める限度において理由があるか

らその限度で認容し，その余はいずれも理由がないから棄却することとして，

主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第３部 
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